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（開会 午前１０時００分） 

 

◎開会宣告 

 

○議長（波岡玄智君） ただ今から令和元年第６回浜中町議会臨時会を開会します。 

 

◎開議宣告 

 

○議長（波岡玄智君）これから本日の会議を開きます。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、７番成田議員及び８番三上

議員を指名します。 

 

◎日程第２ 会期の決定 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本臨時会の会期は本日１日間に決定しました。 

 



◎日程第３ 諸般報告 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

まず、本臨時会に付された案件はお手元に配付のとおりです。 

また、今議会までの議会関係諸会議等については記載のとおりです。 

 次に、令和元年１０月６日執行の浜中町議会議員再選挙の結果で２名の議員が加わっ

たことにより、議席番号の変更を行いました。 

 座席番号につきましては、「浜中町議会会議規則第４条第１項」及び「浜中町議会の

運営に関する基準第１２条」により、「議長の議席は最終番、副議長の議席は最終２番

とする」ことから、１２番に波岡議員、１１番に中山議員とし、９番、１０番につきま

しては、「同基準第１３条」により、くじ引きの結果、９番に落合議員、１０番に渡部

議員としました。 

 詳細につきましては、お手元に配付しております「議場配置図」のとおりです。 

 さらに、常任委員会委員及び特別委員会委員の選任及び常任委員会委員の所属変更を

行いました。 

 これにつきましては、「浜中町議会委員会条例第６条第１項及び第２項」の規定によ

り、議長において、総務経済常任委員会委員の前田委員を渡部委員に、社会文教常任委

員会委員の中山委員を落合委員に、広報公聴常任委員会委員の秋森委員、三上委員を落

合委員、渡部委員にそれぞれ変更します。 

 また、決算審査特別委員会委員に落合委員、渡部委員を加えます。 

 よって、決算審査特別委員会は２名の委員を加え１０名の委員で構成します。 

 詳細につきましては、お手元に配付しております「浜中町議会組織図」のとおりです。 

これで諸般の報告を終わります。 

 

◎日程第４ 行政報告 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第４ 行政報告を行います。 

町長。 



○町長（松本博君） おはようございます。本日、第６回浜中町議会臨時会に議員全員

のご出席をいただき、誠にありがとうございます。先の議会から本日までの主なる行政

報告を申し上げます。 

（行政報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） 引き続いて教育委員会より、教育行政報告を行います。 

教育長。 

○教育長（内村定之君） 前議会からこれまでの教育行政の主なものについて御報告い

たします。 

（教育行政報告あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これで行政報告を終わります。 

 

◎日程第５ 議案第７７号 浜中町副町長の選任同意について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第５ 議案第７７号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第７７号「浜中町副町長の選任同意について」提案の理由を

御説明申し上げます。 

 ご承知のように去る１０月１日町長選挙が告示され、無投票当選させていただきまし

た。 

 町政は一時も停滞があってはならないことから、副町長の選任について今議会にお諮

り申し上げるものであります。 

 ご提案の齊藤清隆氏は、これまで浜中診療所事務長として行政手腕を発揮してきまし

た。 

 同氏のまちづくりへの情熱は非常に高く、副町長として最適任と認めるものでありま

すので、ここに地方自治法第１６２条の規定により、議会のご同意をいただきたくご提

案した次第であります。 

 なお、任期は令和元年１０月１８日から令和５年１０月１７日までとなりますので、

よろしくご同意くださいますようお願い申し上げます。 



 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は質疑討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 

これより議案第７７号を採決します。 

この採決は、無記名投票をもって行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（波岡玄智君） ただ今の出席議員は１１名です。 

 投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

なお、指示があるまで記入せずお待ちください。 

 投票用紙の配付漏れを確認します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検させます。 

（投票箱点検） 

○議長（波岡玄智君） 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。同意を可とする方は賛成と、否とする方は反対と記載して投

票願います。 

 なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投

票は、会議規則第８４条の規定により、否とみなします。 

 ただ今から、投票用紙への記入をお願いします。記入が済み次第、１番議員より順次

投票願います。 

（投票） 

○議長（波岡玄智君） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



○議長（波岡玄智君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 開票にあたり、会議規則第３２条の規定により立会人に３番秋森議員及び４番小松議

員を指名します。 

これにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

 よって、両議員の立会を願います。 

○議長（波岡玄智君） 投票の結果を報告します。 

 投票総数１１票。 

 これは、出席議員数に符合しております。 

 有効投票１１票、無効投票０票。 

 有効投票中、賛成１１票、反対０票。 

 以上のとおり賛成が多数です。 

 したがって、議案第７７号は選任に同意することに決定しました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

○議長（波岡玄智君） ここで齊藤清隆君より各議員に対し、挨拶の申し出がありまし

たので、これを許します。 

○診療所所長（齊藤清隆君）  

 ただ今、選任の同意をいただきまして誠にありがとうございます。 

 改めましてその重責に身の引き締まる思いであります。私自身、まだまだ未熟で微力

ではございますが、３期目となりました松本町政が掲げる政策の実現に向けて、全職員

一丸となって取り組んで参りたいと思います。 

 つきましては、議員各位のご指導そしてご協力を賜りますよう心からお願い申し上げ

まして、挨拶代えさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） ただ今、齊藤清隆君より副町長就任のご挨拶をいただきました。 

 持てる力を十分に発揮されて、町民の福利厚生のためにご活躍されることを心からご



期待を申し上げます。 

 

◎閉会宣言 

 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

 本臨時会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により閉会したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会は閉会することに決定しました。 

 これをもって、令和元年第６回浜中町議会臨時会を閉会します。 

ご苦労さまでした。 

 

（閉会 午前１０時２６分） 

 


